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「独創的なアイデアを持つ若者等へ

の支援事業」運営事業者 

募集要項  
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１ 「独創的なアイデアを持つ若者等への支援事業」の概要 

（１）事業目的 

 東京都（以下、都という。）では、令和４年 11 月に策定したスタートア

ップ戦略「Global Innovation with STARTUPS」に基づき、10×10×10 の

イノベーションビジョンの実現に向けて、挑戦者が希望を持って活躍で

きる社会を目指した、今までとは次元の異なるスタートアップ戦略を展

開していくことにしています。 

 

  
“Global Innovation with STARTUPS P15 抜粋” 

 

スタートアップの「裾野 10 倍」を実現するためには、多くの起業家を

生み出すための「挑戦」を促す資金が不可欠ですが、日本では初動期にお

ける資金供給が十分ではないため、大きく成長する可能性がある若者等

のアイデアが埋もれてしまっている現状があります。 
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“Global Innovation with STARTUPS P22 抜粋” 

 

そこで、初動期で資金供給を十分に受けられていない若者やスタート

アップ（以下、起業家等という）が持つ独創的なアイデアの事業化を促進

するために、スタートアップ支援に精通した事業者を通じて、資金提供と

合わせた「壁打ち」などの伴走支援を行う「独創的なアイデアを持つ若者

等への支援事業」（以下、本事業という。）を実施しています。 

 本事業は、都が令和５年 11 月に開設した Tokyo Innovation Base（以

下、ＴＩＢという。）において、ゼロからはじめて、次々に新規事業が生

み出されるプログラムとして実施するものです。 

ＴＩＢにおける多様な支援事業者やネットワーク、イベントスペース

などのリソースを効果的に活用し、複数の若者や学生に対して、同時並行

で集中的な支援を展開するとともに、ＴＩＢにノウハウを蓄積し、起業の

成功確率を高めることで、起業家にとって理想的な場を提供します。 

 

 都は、この事業で都と連携して起業家等に対する支援を実施する運営

事業者を募集・選定します。 

 

（２）事業スキーム 

本事業で都と協定を締結する事業者（以下、「運営事業者」という。）は、

イベントの定期的な開催や情報発信、広告などを通じて、若者等の掘り起

こし・母集団形成を行うとともに、掘り起こされた起業家等に対し、起業・

事業化に向けて、アイデア創造から顧客課題の検証、課題解決の検証、プ
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ロダクトの検証などの活動に対しての伴走支援を行います。 

 運営事業者は、効果的に起業家等の支援を実施するにあたり、ＴＩＢで

整備されるイベントスペース等を活用することができます。 

さらに、本事業の成果や、支援事業者が実施した取組の好事例等につい

て、Ｗｅｂサイトへの掲載や SusHi Tech Tokyo2025（2025 年 5 月に開催

予定のグローバルイベント）などの機会を通じて、情報発信を行います。 

  
 ※TIB を中心に活動して頂くことを想定しておりますが、活動場所を限定するもの

ではありません。 

   

（３）本事業の流れ 

①運営事業者の公募・採択 

 都は、６ 運営事業者の選定のとおり、本事業を実施する運営事業者を

公募し、外部有識者等で構成する審査会を行い、1 団体選定します。 

②都と運営事業者との包括協定及び年度協定の締結 

 都は、選定された運営事業者と、計画期間における相互連携についての

包括協定及び年度協定（以下「協定等」という。）を締結します。詳細は、

別添「独創的なアイデアを持つ若者等への支援事業」に係る包括協定書（案）

及び令和７年度「独創的なアイデアを持つ若者等への支援事業」に係る年

度協定書を参照してください。 

③都から運営事業者への概算払・実績確認・精算 

 都から運営事業者への支払いは原則として事業完了後のもしくは四半期

毎の確定払いとしますが運営事業者と協定等締結後、運営事業者からの請

求に基づき概算払の実施をすることができます。四半期毎に運営事業者の

本事業の実施に要した経費及び成果を確認し、精算金額を確定します。（運

営事業者は年度協定の期日時点で精算金額が概案払金額を下回った場合、

必要に応じて協定金の戻入を行います。） 
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（４）各主体の役割 

①都 

 運営事業者が作成した事業計画について協議・承認し、必要経費を負担

します。 

②運営事業者 

 事業計画の立案、事務局運営、支援事業者募集・選定、起業家等の母集

団形成や成果発信のためのイベント・広告などを実施し、以下の起業家等

に対する支援やアイデアの事業化に伴う支援を実施します。 

 （起業家等に対する支援） 

アイディエーション、メンタリング、事業開発支援、プロダクト開発支

援、広報運用支援、メンバーのアサイン、コワーキングスペース利用支

援など 

 

※起業家等が本事業に参加するにあたって支援内容を十分に理解でき

るように個別メンタリングや定期的な支援事業者の紹介セミナー等で

支援内容を事前に体験できる機会を提供すること。 

（アイデアの事業化に伴う支援「独創的なアイデアを持つ起業家等への支

援事業」に係る） 

市場調査、ユーザーヒアリング、書籍購入、Ｗｅｂページ制作、クリエイ

ティブ制作、プロトタイプ開発、プロモーション、コンテスト参加、法人

設立、士業相談など 

※令和６年度中に支援を受けている起業家等が令和 7 年度以降について

も支援の継続を希望する場合は継続して支援を実施すること。 

※協定締結後に前年度から絶え間なく起業家等への支援が継続できるよ

う、既存のプログラムの流れを踏襲し、本事業の申し込みを継続するこ

と。WeB ページ（https://tib.metro.tokyo.lg.jp/studio） 

https://tib.metro.tokyo.lg.jp/studio
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※アイデアの事業化に伴う支援の一環として、CxO 人材や創業メンバー

となりうる人材を紹介し、事業化を促進する支援を行うこと。 

 

（共通事項） 

上記支援を実施するにあたっては外国人による応募も想定し、Ｗｅｂペ

ージや応募フォームなどを英語対応するとともに、イベントやメンタリ

ングの参加者の求めに応じて英語で対応可能なメンターの配置を行うこ

と。 

また、海外市場に精通した支援事業者もしくはメンターを十分に配置し、

海外と日本の商習慣の違いや市場の動向を踏まえたビジネスモデルの構

築を支援できる体制を構築すること。 
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２ 協定経費 

（１）協定経費の概要 

 協定金の上限は令和 7 年度・8 年度の二か年度で 3.16 億円（予定）とな

ります。 

 事業年度ごとの協定金の上限はは令和７年度 2.1 億円、令和８年度は

1.06 億円（予定）となります。 

 協定事業の実施に必要な令和７年度・８年度経費の確定には、東京都議

会の議決を必要とします。令和７年度・８年度の東京都歳入歳出予算に本

事業が計上されなかった場合は、その時点で本事業が終了となる場合があ

ります。その場合であっても都からの補償等は致しませんのでご了承くだ

さい。 

 なお、応募者は協定締結前の段階では、応募様式に想定経費を記載しま

すが、協定金額は審査会で採択後、都と協議の上、決定となります。 

※審査の結果、提案内容の一部変更（金額の減額を含みます。）を条件とし

て選定したときは、提案内容の変更に同意する場合に限って運営事業者と

なることができます。 

※応募様式に記載する想定経費は、応募者が協定期間内に執行可能と想定

する金額を事業年度ごとに記載ください。 

 

（２）協定経費の対象 

 協定経費の対象は、以下のとおりです。 

ア 人件費 

イ 消耗品費 

ウ 通信運搬費 

エ 外部講師謝金 

オ 会場借上費 

カ 印刷製本費 

キ 広報費 

ク 委託費 

ケ 旅費交通費 

コ その他事業の実施において要する経費のうち都が必要と認めるもの 
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（３）対象外経費 

   以下の経費は協定経費の対象外となります。 

ア 使途、単価、規模等の確認が不可能なもの 

イ 名義が運営事業者以外の領収書、振込明細書等の経費（ただし、運営

事業者以外の名義によらざるを得ない事情がある場合は、都に事前に相談

し、都の了承を得ること） 

ウ 本事業以外の他の事業に要した経費と明確に区分できないもの 

エ 協定締結より前に開始した事業に係るもの。ただし、協定締結より前

に開始した事業であっても、その一部が、内容や経費等の面から明確に協

定締結以前の部分と区別できる場合には対象とすることができます。 

オ 各年度末までに事業が完了していないもの。ただし、内容や経費等の

面から明確に年度毎に区分が可能な場合は対象とすることができます。 

カ 消費税等の官公署に支払う費用に係る経費 

キ 茶菓、飲食、娯楽、接待の費用 

ク 現金で支払われたもの（10万円以下で即時支払いが求められるもの

を除く） 

ケ 本事業以外の業務・取引と混在して支払いが行われているもの 

コ 同一の事由で国、都または区市町村等から給付金や助成金を受けてい

る事業に係る経費 

サ 建物等の施設に関する経費 

シ 事業遂行中に発生した事故・災害の処理のための経費 

ス 上記各号のほか、公的な資金の用途として社会通念上不適切な経費 

※対象かどうか疑義が生じた場合は、協定締結後に都に都度ご確認願いま

す。 
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３ 協定期間 

 都と運営事業者との包括協定の締結の日（令和７年４月 1 日）から令和８

年９月 30 日までとします。 

 協定事業の実施に必要な令和８年度経費は、東京都議会の議決を必要とし

ます。令和８年度の東京都歳入歳出予算に本事業が計上されなかった場合は、

その時点で本事業が終了となる場合があります。その場合であっても都から

の補償等は致しませんのでご了承ください。 
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４ 資格条件 

（１）運営事業者 

 以下の条件に適合している法人格を有する事業者であることが必要です。 

   ア 次のいずれかに該当するもの 

（ア）株式会社、持分会社（合名会社、合資会社、合同会社）、監査法人・

弁護士法人等のいわゆる士業に係る営利法人 

（イ）特定非営利活動法人、一般財団法人、一般社団法人 

    （ウ）その他東京都が認めるもの 

イ 起業を目指すものやスタートアップの支援のためにイベントや勉強会

等の開催実績を有すること。 

ウ 事業範囲が東京都全域を含んでいること。 

※現状、都内全域で活動していない場合も、設立目的等から鑑みて活動範

囲とみなすことができれば支援対象となります。 

エ 本事業の実施能力を有するものであること。 

オ 本事業で実施する取組については、国や他自治体からの委託や助成を

受けておらず、令和８年９月 30 日までの間は受けない予定であること。 

※運営事業者が国や他自治体からの委託や助成を受けている場合であって

も、目的、使途が本事業と明確に区別可能であれば、応募可能です。 

カ 地方自治法施行令（昭和 26 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該

当しない者であること。  

キ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条及び第 30 条の規定

による更生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。  

ク 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条の規定による再生手

続き開始の申立てがなされている者でないこと。 

ケ 反社会的勢力またはそれに関わるものとの関与がないこと。 

コ 協定事業の実施に当たって、必要な許認可等の法令を遵守すること。 

 

（２） 起業家等 

 支援事業者が支援する起業家等は以下の条件に適合していることが必要です。 

ア 概ね２年以内に起業の予定であるプレシード期のもの、及びシード期

のスタートアップであるもの。 

イ 本事業で実施する取組については、国や他自治体からの委託や助成を
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受けておらず、令和７年３月 31 日までの間は受けない予定であること。 

ウ 地方自治法施行令（昭和 26 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該

当しない者であること。  

エ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条及び第 30 条の規定

による更生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。  

オ 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条の規定による再生

手続き開始の申立てがなされている者でないこと。 

カ 反社会的勢力またはそれに関わるものとの関与がないこと。 
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５ 応募方法 

本事業への応募を希望される場合は、次項以下に定めるところにより、

提出書類の作成が必要です。 

 

（１）応募受付 

期間：令和 7 年 2 月 21 日 17 時まで 

応募届を下記アドレスまで電子メールで受け付けます。 

メールアドレス：S1130201@section.metro.tokyo.jp 

 

（２）質問の受付 

締め切り：令和 7 年 2 月 21 日 17 時  

本事業に関する質問については、下記アドレスまで電子メールで受け

付けます。 

メールアドレス：S1130201@section.metro.tokyo.jp  

 

7 企画書等の提出 

（１）提出書類 

ア 公募申請書及び事業計画書（要綱指定別記第１号様式） 

 ・事業計画書には、以下の要件を踏まえ、可能な限り詳細に記載してく

ださい。 

 （ア）アイデアの創出から起業につなげ、自律的に事業を進めていけるよ

うになるまでの伴走型の支援であること 

 （イ）従来の手法では埋もれてしまうアイデアを、可能な限り幅広く採用

し、挑戦する機会を与えること 

（ウ）ＴＩＢのリソース等を効果的に活用するとともに、各々の分野に精

通した複数の支援者や専門家を通じ、同時多発的に、多くのスター

トアップを立ち上げること 

（エ）ＴＩＢにおける起業の成功確率が上がっていくよう、ノウハウが蓄

積される仕組を備えること 

（オ）民間による初動期の資金供給を促進するため、支援モデルの波及を

目的とした成果発信を実施すること 

・各取組の費用の目安や、フェーズごとの想定数（募集・支援する起業家
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等の人数や創出するスタートアップの数等）についても、ご記載くだ

さい。 

・２ 協定経費 記載の本事業予算額を踏まえ、令和７年度、８年度ごと

の執行想定経費を記載してください。 

 

イ 納税（課税）証明書等、事業者の実体が記載された公的証明書（写し可） 

ウ 直近の決算資料 

エ 補足資料（任意） 

※補足資料は、応募申請書を補足する内容を示す資料（パワーポイント、パ

ンフレット等）とします。 

※企画書等の作成については別紙「企画書に関する留意事項」をご確認くだ

さい。 

 

（２）提出期限 

  令和７年３月 7 日（金）17 時まで 

 

（３）提出方法 

 以下のアドレスまで電子メールで提出をお願いします。 

 なお、メールを送付する際には、添付ファイルを５MB 以内に収め、超

過する場合は分割してメールを送付してください。 

提出先メールアドレス：S1130201@section.metro.tokyo.jp  

提出先： 東京都スタートアップ・国際金融都市戦略室 

     イノベーション推進部 イノベーション戦略課 

件名 ：【独創的なアイデアを持つ若者等への支援】事業者名 

   （例）【独創的なアイデアを持つ若者等への支援】（株）○○ 

担当者：東京都 スタートアップ・国際金融都市戦略室 イノベーション

推進部 イノベーション戦略課 西川・池本 

※質問がある場合は上記アドレスに、件名を【独創的なアイデアを持つ若者等への支

援に係る質問】事業者名 としてメールを送付願います。 
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６ 運営事業者の選定 

（１） 選定スケジュール 

応募受付期日 令和 7 年 2 月 21 日 17 時 

質問受付期日 令和 7 年 2 月 28 日 17 時 

企画書等提出期日 令和 7 年 3 月 7 日 17 時 

審査・決定（予定） 令和 7 年 3 月 10 日～3 月 14 日 

結果通知（予定） 令和 7 年 3 月中旬 

 

（２） 評価基準 

 以下の評価内容に基づき評価を行います。 

 運営事業者の選定に当たっては、以下の評価基準に基づき総合的に評価しま

す。ただし、応募資格を満たさないと見なされた場合には、失格とします。 

 

有用性 〇「Global Innovation with STARTUPS」や本事業の趣旨を

踏まえたビジョンが明確であるか 

〇事業者の持つ専門性が活かされており、同時多発的に、多

くのスタートアップを立ち上げることができるか 

〇アイデアの創出から起業につなげ、自律的に事業を進めて

いけるようになるまでの伴走型の支援になっているか 

〇ＴＩＢのリソースを効果的に活用するとともに、ノウハウ

を蓄積し、ＴＩＢにおける起業の成功確率が上がっていくよ

うな仕組を備えているか 

〇本事業の認知度向上に向けたブランディングやＰＲなどの

実行が可能か 

実現可能性 〇事業計画が具体的な内容となっており実現可能性があるか 

〇起業の裾野拡大に資するイベントの開催実績があるなど、

若者等の募集や母集団形成を効果的に行うことができるか 

〇各々の分野に精通したリソースを活用し、多くの若者や学

生に対して、同時並行で集中的な支援を展開するノウハウや

ネットワークがあるか 

〇事業を実施するプロジェクトマネジメント能力があるか 

公共性 〇行政が行うべき公共性を有しているか 
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〇初動期の資金供給が十分ではなく、従来の手法では埋もれ

てしまうアイデアを、可能な限り幅広く採用し、挑戦する機

会を与えることができるか 

〇成果発信により、支援モデルの波及が見込まれ、民間によ

る初動期の資金供給が促進されるか 

費用対効果 〇都が支払う負担金に対して、十分な効果・成果が見込まれ

るか 

〇協定期間内に「裾野拡大10倍」に資する成果が見込まれる

か 

 

（３） 審査フロー 

 運営事業者の選定は、外部有識者等で構成される審査委員会による審査を経

て決定します。プレゼンテーション審査を予定しておりますので、具体的な日時

については、応募受付期間終了後、都から通知します。なお、審査の過程におい

て、東京都から応募団体に対し、必要に応じて内容の確認をさせていただく場合

があります。 

※審査結果の詳細については、いかなる理由があってもお答えできません。 

 審査の結果、提出頂いた事業計画内容の一部の変更（基準額の増減を含みます。）

を条件として選定したときは、計画内容の変更に同意する場合に限って運営事

業者となることができます。 

 審査で選定され、採択事業者となった場合には、本募集要項の記載内容を遵守

し、計画的かつ誠実に協定事業を実施する必要があります。 

 

（４）審査に当たっての留意事項 

 審査に当たっては、次の点に留意してください。 

 ア 審査は原則日本語で実施します。 

 イ プレゼンテーション審査には、必ず申請団体の責任者が参加してくださ

い。 

 ウ 申請内容への虚偽記載等の不正が発覚した場合は、審査を行いません。ま

た、選定後に発覚した場合は選定を取り消します。 
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７ その他 

（１） 都への事業の進捗状況の報告 

 運営事業者は、都が本事業の進捗、成果等を把握するために、協定締結後、月

に一回程度費用支出状況について都に報告してください。また、四半期に一回程

度、事業進捗報告会を予定していますので、ご協力お願いします 。 

 

（２） 都負担額の確定及び精算 

 運営事業者は、年度末及び協定事業が完了した際には、実績報告を行い、都が

負担額を確定した後、精算手続きを行います。 

 ※年度毎に精算が必要となりますので、初年度についても適切に支援が実施

されるよう進行管理をお願いします。 

 

（３） 情報の取扱い 

都が権利を有する提供データや情報及び、本事業に係る成果物は都の承諾を

得ずに第三者に提供することを禁止します。 
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企画書に関する留意事項 

 

（１） 様式及び添付資料 

企画書の様式は提案者の自由とするが、A4 横で作成すること。A4 横のプラットフ 

ァイルに両面印刷で綴じ込むため、その点留意すること。ただし、応募書類送付時に

は PDF 形式として送付すること。 

 

（２） 留意事項 

(ア) 表紙を作成すること。 

(イ) 目次を記載すること。 

(ウ) 提案事項の全体をまとめた概要を２頁以内で記載すること。概要は、採択時に公表

されても問題ないものとする。 

(エ) プレゼンテーション審査において、主として使用する部分（企画書本体部分）は表

紙・目次・中扉・概要を除いて 30 頁以内とすること。企画書本体のほかに補足説

明用の部分（企画書付属部分）を企画書に含めることは妨げないが、企画書全体と

して 100 頁を超えないこと（表紙、目次、概要は除く）。 

(オ) ページ番号を記載すること。 

(カ) フォントは自由とするが企画書の本文記載は 10 ポイント以上とすること（付属図

表等に関する文字の大きさはこの限りではない）。 

(キ) 各ページ右肩に当該頁が応募フォームのどの項目に該当する事項に関する記述な

のか項目番号を示すこと。 

(ク) 使用する言語は日本語とする。 

(ケ) 表紙には、表題として「TIB におけるテストマーケティング等プロジェクト実施事

業者 企画書」と記載すること。 

(コ) 個人名や会社名を記載しないようにすること。 

(サ) 提出された企画提案書は返却しないものとする。 

(シ) 企画提案書の作成及び提出に必要な一切の経費は応募者の負担とする。 

(ス) 企画提案書に記載された提案内容に係る一切の経費は全て事業提案額に含める。 

(セ) 企画提案書作成に当たって第三者の著作権等に抵触する恐れのあるものは、応募

者の責任において、適正に処理すること。 

 

 

 

別添 
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                                    別添 

「独創的なアイデアを持つ若者等への支援事業」に係る包括協定書（案） 

 

 「独創的なアイデアを持つ若者等への支援事業」（以下「本事業」という。）に係

る事項について、東京都（以下「甲」という。）と      （以下「乙」とい

う。）とは、次のとおり協定を締結する。 

 

（協定に基づく事業の実施期間） 

第１条  協定に基づく事業の実施期間は、本協定締結の日から令和８年９月30 日まで

とする。各年度における詳細については、本協定の第２条に定める年度協定（以下

「年度協定」という。）に基づくものとする。 

 なお、令和８年度以降、東京都歳入歳出予算に本事業に係る予算が計上されなかっ

た場合においては、その時点で事業終了となる場合がある。 

 

（年度協定等） 

第２条 甲及び乙は、本協定の締結後速やかに、翌年度については年度の開始後速や

かに、以下の事項を定めるための年度別の協定を締結するものとする。 

（１）当該年度における本事業の実施内容 

（２）当該年度における協定金額の決定 

（３）その他必要な事項 

２ 前項に定める年度とは、令和7年度においては協定締結の日から令和８年３月31日

とし、令和8年度においては、4月1日から9月30日までとする。ただし、令和８年度に

あっては、本協定の締結の日から令和８年９月30日までとする。 

 

（協定に基づく事業の内容） 

第３条 次の各号の内容について、乙が作成した応募時の企画（以下「事業計画」とい

う。）に基づき、乙は、本事業の実施に向けて、誠実に対応するものとし、最善の努

力をする。 

２ 乙は、本事業を実施する上で、事業に資する経費の原資が公的資金であることを十

分認識し、関係する法令等を遵守するものとする。 

 

（役割分担） 

第４条 甲と乙の役割分担は次のとおりとする。 

（１） 甲の役割 

ア 本事業の実施等に係る協議及び助言に関すること 

※以下の内容は公募時点での案文であり、今後、変更が加わる可能性があ

ります。 
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イ 乙が実施する本事業に要する経費の負担を行うこと 

（２） 乙の役割 

ア 甲と連携し、運営事業者として計画的かつ誠実に本事業を実施すること 

イ「「独創的なアイデアを持つ若者等への支援事業」運営事業者 募集要項」に記載

の内容を遵守すること 

ウ その他本事業の円滑な実施に向けて甲が必要と認めることを行うこと 

（３）乙は、自己の分担業務について、乙の責任において第三者に委託し、本事業の

実施に当たり必要な情報をその受託者と共有できるものとする。 

 

（事業計画の変更） 

第５条 乙は事業計画の内容を変更しようとするときは、甲に協議の上、承認を得る

ものとする。 

 

（費用負担） 

第６条  乙が実施する本事業の費用の各年度負担は、別途定めるものとする。 

 

（全体計画書の作成） 

第７条  甲及び乙は、本協定締結後、本事業に係る経費を含めた別記様式１を協議の

上、作成する。 

 

（個人情報の取扱い） 

第８条 乙は、本事業の実施に当たり取得した個人情報については、個人情報の保護

に関する法律（平成十五年法律第五十七号）その他所要の規定を遵守しなければなら

ない。 

 

（情報公開） 

第９条  本事業に関連し、甲が作成する資料及び乙が甲に対して提出する資料は、公

文書として取り扱い、個人情報に係る部分を除いて、原則として公開の対象とする。 

 

（本事業の公表） 

第10条 甲及び乙は、成果を公表する際には、本事業について明示するものとする。 

２ 甲及び乙は、本事業の内容等を公表するときは、公表に先立ち、相手方と協議する

こととする。 

 

（知的財産等の権利の帰属） 

第11条 本事業の実施に当たり、乙の業務に付随して得られた知的財産等の権利（以下
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「知的財産権」という。）は、原則として乙に帰属するものとする。ただし、甲は、

その権利等を無償で使用することができることとし、その取扱いについては必要に応

じて別に定めることとする。 

 

（本事業の内容変更等） 

第12条 甲又は乙は、次のいずれかに該当する場合は、相手方と協議の上、本事業の

内容を変更することができる。 

（１）別途定める事業報告の結果、進捗状況等を踏まえて本事業の内容を変更するこ

とが妥当と認められるとき 

（２）本事業の実効性を高めるため、必要があると認めるとき 

 

（天災その他不可抗力による本事業内容の変更） 

第13条 本協定締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での

経済情勢の激変により本事業の内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、そ

の実情に応じ、甲又は乙は、相手方と協議の上、本事業の内容を変更することができ

る。 

 

（甲による協定の解除） 

第14条 甲は、乙が次のいずれかに該当する場合は、本協定を解除することができ

る。また、乙が次のいずれかに該当する場合は、本協定の解除の有無にかかわらず、

乙は、本事業において甲が乙に支払った金員（以下「支払金」という。）について、

甲の定める期限までに甲の指定する方法により返還しなければならない。 

（１）乙が本事業の実施に関し、不正行為を行ったとき 

（２）乙が甲に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき 

（３）乙が正当な理由なく本事業の内容を履行せず、又はこれに反する行為をしたと

き 

（４）乙が、本事業として以下の行為を行ったとき又は以下の行為に支払金を用いた

とき 

ア 政治活動、宗教活動又は選挙活動を目的とするもの 

イ 公序良俗に反するもの 

（５） 乙の責めに期すべき事由により、甲が損害又は損失を被ったとき 

（６）甲において、公益上の見地から本事業を中止する必要が生じたとき 

（７）荒天・天変地異などの影響によりやむを得ず本協定を中止する必要が生じたと

き 

２ 甲は、前項により乙が返還する支払金（以下「返還金」という。）のうち、本協定

の履行のために適切に使用されたと甲が認める金額を返還金から控除するものとす
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る。 

 

（暴力団等の排除） 

第15条  乙は、本事業を実施するに当たり、乙や乙に所属・関連する法人その他団体

又はその代表者、役員、使用人、従業者若しくは構成員に、暴力団（東京都暴力団排

除条例（平成23年東京都条例第54 号。以下「暴排条例」という。）第２条第２号に規

定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員等（暴排条例第２条第３号に規定す

る暴力団員及び同条第４号に規定する暴力団関係者をいう。）による不当若しくは違

法な要求又は本協定の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、次の義務を負うもの

とする。 

（１）断固として不当介入を拒否すること 

（２）甲に報告すること 

（３）警察に通報するとともに捜査上必要な協力をすること 

 

（免責） 

第16条 乙は次の各号に該当する事項については自らの責任で処理するものとし、甲

はそれに起因又は関連して乙に生じた損害、損失、費用、事故その他一切の事象につ

いて責任を負わないものとする。 

（１）支援先スタートアップ等の解散、清算又は倒産手続等の開始若しくはその申立

て 

（２）支援先スタートアップ等の重要な契約等の締結、変更、解約、解除又は終了 

（３）本事業で支援した若者・スタートアップ等に起因する事件・事故 

 

（疑義の決定等） 

第17条 本協定の各条項等の解釈について疑義が生じたとき、又は本協定に定めのない

事項については、必要に応じて甲と乙とが協議の上、定めるものとする。 
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以上を証するため、本協定を２通作成し、甲及び乙は、それぞれ記名押印の上、各１

通を保有する。 

 

               令和 年 月 日 

              （甲） 所在地 東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 

                  名称  東京都 

              代表者 東京都知事  小池 百合子 印 

 

              （乙） 所在地  

                  名称   

                  代表者                           印 
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令和 7 年度「独創的なアイデアを持つ若者等への支援事業」に係る年度協定書（案） 

 

東京都（以下「甲」という。）と         （以下「乙」という。）は、「独創的なアイデア

を持つ若者等への支援」（以下、「本事業」という。）に関して、年度別の協定（以下「本協

定」という。）を締結する。 

 

（本協定の目的） 

第１条 本協定は、「独創的なアイデアを持つ若者等への支援」に関する包括協定書（以下

「包括協定」という。）第 2 条に基づき、本事業の実施内容及び協定金の額の決定等に関

する事項について定めることを目的とする。 

 

（協定期間） 

第２条 本協定書の期間は、協定締結の日から令和８年 3 月 31 日までとする。 

 

（年度計画の提出） 

第 3 条 包括協定第２条に基づき、乙は、事業計画のうち、当該年度に係る部分について、

甲が指定する様式により、速やかに甲に提出しなければならない。 

 

（年度計画の変更） 

第 4 条 乙は、年度計画の内容を変更しようとするときは、甲に協議の上、承認を得るもの

とする。 

 

（負担金の上限額） 

第 5 条 甲が乙に対して支払う当年度の協定金の上限額は、       千円とする。 

 

（事業報告及び決算報告） 

第６条 乙は、協定事業の執行状況について、四半期に一回の頻度で、別記様式２によ

り、甲に対して報告しなければならない。ただし、甲が認めた場合、独自の様式を使用

することができる。 

２ 甲は、必要と認めるときは、乙に対して協定事業の実施状況等について報告を求める

ことができる。 

３ 乙は、本年度の事業終了したときは、別記様式３及びその他甲の指示する書類を甲に

提出し、その承認を得なければならない。ただし、甲が認めた場合、独自の様式を使用

することができる。 

 

（負担金の支払い） 

※以下の内容は公募時点での案文であり、今後、変更が加わる可能性があ

ります。 
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第７条 甲は、前条第3項の規定により提出のあった書類に基づき、その内容を調査・審査

の上、適当と認められるときは、負担額を確定し、乙に対して別記様式４により通知す

る。 

２ 乙は、前項による額の確定通知を受けたときは、ただちに甲に費用を請求する。 

 

（負担金の概算請求） 

第８条 乙は、第７条の規定に関わらず、第５条の規定による経費について各四半期に必

要な費用を、甲に対して概算で請求することができるものとする。その場合、甲に対し

て別記様式５により、負担金交付申請を行う。 

２ 甲は、全体計画書及び負担金交付申請の内容を審査し、適正と認めたときは、負担金

の概算交付決定を行い別記様式６により乙へ通知する。 

３ 乙は、前項の通知を受けたときは、ただちに甲に費用を請求する。 

 

（概算請求の精算） 

第９条 乙は前条に定める概算請求を行った場合において、第６条第1項に基づく執行状況 

を甲が適切と認めた場合は都度、確定額に基づき精算する。 

2 乙は前項の精算を行う場合は別記様式７を甲に提出するとともに、本年度の事業終了

時に残余金が生じた場合は、速やかにこれを甲に返納しなければならない 

 

（延滞金及び違約加算金） 

第 10 条 甲が包括協定第 14 条の規定により乙に協定金の返還を求めた場合において、乙

がこれを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に

応じ、その未納付額につき、年 10.95 パーセントの割合で計算した延滞金（100 円未満の

場合を除く。）を納付する。包括協定第８条⑴～⑶までに該当し、本協定を解除して、甲

が乙に協定金の返還を求めた場合においては、受領の日から納付の日までの日数に応じ、

当該協定金の額につき、年 10.95 パーセントの割合で計算した違約加算金（100 円未満の

場合を除く。）を納付する。 

 

 （延滞金の計算） 

第 11 条 甲が前条の規定により乙に延滞金の納付を求めた場合において、返還を求めた協

定金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以降の期間に係る延滞

金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。 

 

（損害賠償責任） 

第 12 条 甲及び乙は、本協定に定める義務を履行しないため本協定の相手方に損害を与え

たときは、その損害に相当する金額を損害賠償としてその相手方に支払わなければなら
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ない。本事業の実施に当たり、甲又は乙の責めに帰すべき事由により、本協定の相手方又

は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責を負う。その場合において、損害

を受けた第三者の求めに応じ甲又は乙が損害を賠償したときは、甲又は乙はその相手方

に対して、賠償した金額及び賠償に伴い発生した費用を求償することができる。 

 

（本事業の公表） 

第 13 条 甲及び乙は、本事業の内容及びその成果を公表できるものとする。ただし、公表

する場合は、本事業の結果、得られたものであることを明示するものとする。甲及び乙は

協定事業の内容等を公表するときは、公表に先立ち、相手方と協議することとする。 

 

（印刷物等の作成） 

第 14 条 乙は、甲の共催・後援名義等の印刷物等を作成する場合は、事前に原稿を甲に提

出し、甲の承認を得るものとする。 

 

（協定の変更） 

第 15 条 甲及び乙は、本事業の内容等を変更する必要があるとき又は経済情勢の変動、不

可抗力その他予期することができない事由により本協定に定める条件が不適当となった

場合は、協議し合意の上本協定を変更することができる。 

 

（協定期間終了後の効力） 

第 16 条 本協定が、期間満了又は解除等により終了した後においても、第 10 条（延滞金

及び違約加算金）、第 12 条（損害賠償責任）、第１3 条（本事業の公表）及び本条の規定

は存続するものとする。 

 

 （事前通知事項） 

第１7 条 乙は、次の各号に該当する事由が生じたときは、事前に又は事後直ちに甲に通知

しなければならない。 

⑴ 合併、会社分割、株式交換、株式移転等の組織に関する重要な変更 

⑵ 本事業に関する事業の全部又は一部の譲渡 

⑶ 支配権に実質的な変動を生じさせる行為 

 

（協議） 

第１8 条 本協定の規定に疑義が生じた場合、又は本協定の定めのない事項については、そ

の都度、甲乙協議の上、決定する。 
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上記協定締結の証として、本協定書２通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各１通を

保有する。 

 

令和  年 月 日 

 

（甲）所在地         東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 

   名称          東京都 

   代表者         東京都知事  小池 百合子 印 

 

（乙）所在地          

   名称           

     代表者                      印                                

 

 

  

 

 


